
        

国
民
年
金
の
第
３
号
不
整
合
問
題 

 

第
３
号
不
整
合
記
録
の
是
正
を
進
め

る
た
め
の
法
律
案
が
、
作
年
11
月
22
日

に
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
年
金
機
構

で
は
、
第
３
号
不
整
合
記
録
を
有
す
る

人
の
記
録
を
訂
正
し
、
年
金
受
給
権
の

確
保
に
向
け
た
対
応
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

具
体
的
に
は
、
ま
ず
過
去
２
年
間
以

内
に
第
３
号
不
整
合
記
録
を
有
す
る
こ

と
が
判
明
し
た
人
に
つ
い
て
、
記
録
訂

正
に
必
要
な
届
出
の
勧
奨
を
行
い
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
お
願
い
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

第
３
号
被
保
険
者
の
届
け
出
義
務 

第
３
号
被
保
険
者
に
な
っ
た
と
き
お

よ
び
第
３
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た

と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
届
け

出
が
必
要
で
す
。 

①
第
３
号
被
保
険
者
に
な
っ
た
と
き
の

届
け
出 

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
場
合
に
は
第
３
号
被
保

険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
そ
の

旨
の
届
け
出
を
配
偶
者
の
勤
務
す
る

会
社
に
提
出
し
ま
す
。 

た
だ
し
、
第
２
号
被
保
険
者
が
、
65

歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資

格
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
被
扶
養

配
偶
者
は
第
３
号
被
保
険
者
と
は
な

り
ま
せ
ん
。 

②
第
３
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
と

き
の
届
け
出 

第
三
号
被
保
険
者
の
年
収
が
増
加
し

て
１
３
０
万
円
以
上
に
な
る
と
見
込

ま
れ
る
場
合
や
、
配
偶
者
で
あ
る
第

２
号
被
保
険
者
が
退
職
等
に
よ
っ
て

厚
生
年
金
保
険
等
の
加
入
者
で
な
く

な
っ
た
場
合
等
に
よ
り
第
２
号
被
保

険
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
場
合
に
は
、

第
１
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
合
は
、
必
ず
役
場
住
民

課
窓
口
に
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
種

別
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

     

第
３
号
不
整
合
記
録
へ
の
対
応 

第
３
号
被
保
険
者
が
第
１
号
被
保
険

者
と
な
っ
た
場
合
は
、
先
に
述
べ
た
と

お
り
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
届
け
出
が
も
れ
て
い
た
た
め
、
実

際
に
は
第
１
号
被
保
険
者
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
第
３
号
被
保
険
者
期
間

と
し
て
年
金
記
録
が
管
理
さ
れ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
（
第
３
号
被
保
険
者

記
録
の
不
整
合
期
間
）
。 

こ
の
よ
う
な
届
け
出
も
れ
の
記
録
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
年
金

を
請
求
す
る
際
に
過
去
に
遡
っ
て
本
来

の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
記
録
訂
正

が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
保
険
料
未
納
と

な
っ
て
年
金
額
が
減
額
と
な
っ
た
り
、

年
金
受
給
資
格
期
間
が
な
く
な
り
無
年

金
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
で
は
、

不
整
合
期
間
を
有
す
る
人
を
対
象
に
、

不
整
合
期
間
を
本
来
の
第
１
号
被
保
険

者
期
間
へ
変
更
し
、
変
更
後
の
年
金
記

録
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。 

第
１
号
被
保
険
者
期
間
へ
変
更
し
た

こ
と
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
必
要
と

な
っ
た
期
間
（
過
去
２
年
以
内
）
に
つ

い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
等
で
保
険

料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
年
金
記
録
の
中
に
不
整
合
期

間
が
見
つ
か
り
、
過
去
２
年
よ
り
前
に

遡
っ
て
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
て

い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
第
３
号
被

保
険
者
該
当
届
（
年
金
確
保
支
援
法

用
）
」
の
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

お
ト
ク
な
前
納
割
引 

 

国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で
１

年
前
納
す
る
と
年
間
３
＊
７
８
０
円
の

割
引
と
な
り
ま
す
。
（
23
年
度
） 

24
年
度
の
１
年
前
納
申
込
み
期
限

は
２
月
29
日
（
水
）
で
す
の
で
、
お
早

め
に
窓
口
ま
で
お
こ
し
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
６
か
月
前
納
の
前
期
分
申
込

み
も
期
限
は
同
じ
で
す
。 

 

        

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 


